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資料１

信濃川沿岸地区

都市再生緊急整地域 左記以外の
エリア萬代橋周辺 万代島

1 色彩 外壁、勾配屋根ともに、低彩度・高明度

2 屋外広告物 設置高さを「地上10ｍ以下（原則）」

建
物
高
さ

3-1 高さ制限
原則50ｍ以下とし、良好な景観形成に
資する場合は50ｍを超えることも可能

―
（50ｍ以下）

3-2 高さ50ｍを超
える場合の基準

萬代橋周辺、万代島のエリア毎の
目標像などに応じた景観基準を設定

―

3-3 高さ50ｍを超
える場合の手続き

建築計画ごとに景観審議会等で審議し、
市長が判断

―

3-4 既に高さ50ｍ
を超えている建物

景観計画施行 (平成19年4月1日)前に高さ50ｍを超
えていた建物については、上記3-1～3-3によらず既
存の高さを上限
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信濃川沿岸地区の景観計画等の見直しの概要（案）

エリア

見直し項目



建築物・工作物の色彩基準について

【信濃川沿岸地区全域で見直し】
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色相
３階以下（地上10ｍ以下） ４階以上（地上10ｍ超）

明度 彩度 明度 彩度

無彩色

４以上９.５以下

― ６以上９.５以下 ―

１０Ｒ～５Ｙ ４以下
６以上８未満 ４以下

８以上９.５以下 ２以下

上記以外 ２以下 ６以上９.５以下 １以下

建築物・工作物の外壁等の色彩基準（案）

色相 明度 彩度

無彩色

制限なし
（４以上）

―

Ｒ、ＹＲ、Ｙ ６以下（４以下）

上記以外 ６以下（２以下）

改正（案）

現行
※現行の（ ）は努力基準、工作物は、数値基準無し

【用語の説明】
色相・・色合い
明度・・色の明るさ
彩度・・色の鮮やかさ

※（ ）は工作物の場合

色味の例は資料２の
色見本をご参照ください

4※表面に装飾的な着色を施していない自然素材本来の色はこの基準によらない。



色相 明度 彩度

無彩色 ６以上９.５以下 ―

１０Ｒ～５Ｙ
６以上８未満 ４以下

８以上９.５以下 ２以下

上記以外 ６以上９.５以下 １以下

建築物の勾配屋根の色彩基準（案）

色相 明度 彩度

無彩色

制限なし
（４以上）

―

Ｒ、ＹＲ、Ｙ ６以下（４以下）

上記以外 ６以下（２以下）

改正（案）

現行
※現行の（ ）は努力基準。外壁と同じ基準となっている

【用語の説明】
色相・・色合い
明度・・色の明るさ
彩度・・色の鮮やかさ

5※表面に装飾的な着色を施していない自然素材本来の色はこの基準によらない。

色味の例は資料２の
色見本をご参照ください

萬代橋や空との調和、開放的
な印象に繋がるよう、 建物
の４階以上の外壁と同様に、
明るく、鮮やかさを抑えた色
に限定

景観形成の方針（景観計画）
・萬代橋を活かす
・開放感を感じる

※建物の４階以上の外壁などの基準と同じ内容

• 使用部分は３階以下の部分に限る。
（工作物の場合は地上10ｍ以下の部分に限る）

• 使用面積は、使用する３階以下（工作物の場合は地上10ｍ以
下）の壁面の見付け面積の５％以下とする。
（複数のアクセントカラー色を使用する場合は、それぞれの
合計面積が５％以下）

アクセントカラーの考え方について

改正（案）

現行

• 使用面積の上限や使用する部位などの数値基準（定量基準）
は定めていない。（「基調色との調和」「小面積とするこ
と」といった定性基準は定めている）
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※アクセントカラーとは・・・外壁等の一部分に小面積で使用する色のこと



屋外広告物の基準について

【信濃川沿岸地区全域で見直し】
（万代シテイ広告物活用地区は除く）
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現状 改正（案）

屋上広告の基準(案)

設置高さは地上10ｍ以下

【広告設置高さ】
10ｍ以下

8

○△観光
直進1kｍ

○×△ホテル

【広告設置高さ】
48ｍ以下

○×△ホテル



現状 改正（案）

壁面広告の基準(案)

設置高さは地上10ｍ以下（ビル名等は除く）

10m以下15m以下

○△ビル

○△cafe ○△観光

○△証券 ○△旅行

セール 営業中

【照明方式】
地上10ｍ超の
広告照明は

バックライト式
箱文字内照式

○△ビル

○△証券 ○△旅行

セール 営業中

【照明方式】
基準無し
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現状 改正（案）

突出広告の基準(案)

設置高さは地上10ｍ以下

高さ制限
なし

10m以下

10



現状 改正（案）

野立広告の基準(案)

※電柱類広告，アーチ広告，アドバルーン，吊り下げ広告，広告幕，はり紙，はり札等，
広告旗，立看板は現在の基準のまま

設置高さは地上10ｍ以下

○△株式会社

15ｍ
以下

○△株式会社

10ｍ
以下

11

12

万代シテイ広告物活用地区について

万代シテイ広告物活用地区

新潟市屋外広告物条例に基づき、本市を代表する商業地の1つと
してのイメージを維持向上させるため、平成25年度に景観審議
会から答申を受け、壁面広告の設置高さなどの基準を一部緩和

ＢＰ

伊勢丹

ラブラ

バスセンター

※万代シテイ広告物活用地区の概要につい
ては、資料３をご参照

ＢＰ2

信濃川沿岸地区見直し（案） 万代シテイ広告物活用地区

壁面・突出広告 地上10ｍ以下 上限なし

屋上・野立広告 地上10ｍ以下 屋上:地上48ｍ以下、野立:地上15ｍ以下

地区
設置高さ

エリアが重複するため
どちらか一方の基準を適用する必要あり
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万代シテイ広告物活用地区の取扱い（案）

信濃川沿岸地区と広告物活用地区が重複するエリア
(市道 南2-1号線：ＢＰとＢＰ２の間）の景観

重複するエリアについては広告物活用地区の基準を適用

高さ制限について
【都市再生緊急整備地域と重複するエリアで見直し】

14

（萬代橋周辺、万代島）
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本市の都市計画基本方針（マスタープラン）

新潟市都市計画マスタープラン改定案より抜粋

都心・まちなかの個性を活かした景観の形成

水辺を活かした魅力的な空間などの都市景観の形成を図る

MICEへ対応できる
都市機能

開放的で心地よい
みなとまちの雰囲気

新潟市のシンボル
萬代橋

人が集い憩う
魅力的な水辺空間

国内外とつながる
国際拠点港湾
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萬代橋周辺の将来像

萬代橋周辺・万代島の将来像について

都市計画マスタープラン改定案、新潟都心地域 地域整備方針、万代島地区将来ビジョンより抜粋

信濃川やすらぎ堤や
万代テラスなどを活かした
魅力的な賑わいあふれる

水辺空間

みなとらしさを感じられる
賑わい空間

万代島の将来像
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萬代橋周辺・万代島の将来像について

新潟都心地域 地域整備方針より抜粋

将来像の実現に向け増進すべき都市機能

オープンカフェなど賑わいを創出する開発を促進
体験型・時間消費型の都市機能を強化

萬代橋周辺の将来像

信濃川やすらぎ堤、
万代テラスなどを活かした

魅力的な賑わいあふれる水辺空間

万代島の将来像

みなとらしさを感じられる
賑わい空間の形成
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萬代橋周辺・万代島の将来像について

将来像の実現に向け増進すべき都市機能

オープンカフェなど賑わいを創出する開発を促進
体験型・時間消費型の都市機能を強化

萬代橋周辺の将来像

信濃川やすらぎ堤、
万代テラスなどを活かした

魅力的な賑わいあふれる水辺空間

万代島の将来像

みなとらしさを感じられる
賑わい空間の形成

景観のあり方・視点

「飲食や広場（空地）でイベント参加など」の
過ごし方が出来る空間（景観）も重要



高さ制限を見直しも含め、上記の空間を誘導する
19

萬代橋周辺・万代島の将来像について

将来像の実現に向けた都市機能

オープンカフェなど賑わいを創出する開発を促進
体験型・時間消費型の都市機能を強化

萬代橋周辺の将来像

信濃川やすらぎ堤、
万代テラスなどを活かした

魅力的な賑わいあふれる水辺空間

万代島の将来像

みなとらしさを感じられる
賑わい空間の形成

景観のあり方・視点

「飲食や広場（空地）でイベント参加など」の
過ごし方が出来る空間（景観）

都市再生緊急整備地域と重複する
範囲のみ
その他の区域は時期を捉え判断

前回
提案

都市再生緊急整備地域を
さらに「萬代橋周辺」
「万代島」に細分化

今回
提案

20

萬代橋

新潟駅

高さ制限を見直すエリアについて

※赤色部分の指定容積率は600％又は200％

柳都大橋

朱鷺メッセ

八千代橋
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高さ制限を見直すエリアについて

朱鷺メッセ

柳都大橋

八千代橋

萬代橋

川端町ポンプ場

ＢＰ２

高さ制限を見直すエリアの拡大図

萬代橋周辺

万代島

新潟グランドホテル

都市再生
緊急整備地域

佐渡汽船ターミナル

高さ50ｍを超える場合の景観形成方針（案）

萬代橋周辺、万代島のそれぞれの
将来像・特性に応じた景観形成の方針を設定

萬代橋周辺 万代島

●萬代橋と調和する意匠とする等、
萬代橋と一体となって、新潟都心
の洗練された景観づくりを進める。

●対岸から見て、背後に広がる市街
地を感じられる景観づくりを進め
る。

●緑化により、うるおいとやすらぎ
を感じる景観づくりを進める。

●広場などの空間により、人々の交
流を促す景観づくりを進める。

●みなとを感じられるような景観づ
くりを進める。

●既存のランドマークと調和させ統
一感のある景観づくりを進める。

●新たなシンボルとなる景観づくり
を進める。

●緑化により、うるおいとやすらぎ
を感じる景観づくりを進める。

●広場などの空間により、人々の交
流を促す景観づくりを進める。

22



高さ50ｍを超える場合の景観基準（案）

萬代橋周辺 万代島
●萬代橋の御影石や背景の空と調和
する素材やデザインを用いるよう
努めること。

●対岸から見て、背景となるランド
マークなどの見え方に配慮するよ
う努めること。

●既存のランドマークと調和する意
匠とするよう努めること。

●みなとを感じられるよう、水際に
親水空間などを設けるよう努める
こと。

●みなとを感じられるよう、水辺に
面する１、２階等の低層部はガラ
ス等を用い、透明化を図るよう努
めること。

●信濃川に面する建物の見付け面積は信濃川に面する敷地境界の長さに50を
乗じた面積を超えないこと。

※上記以外の基準については資料４をご参照 23

萬代橋周辺、万代島のそれぞれの
景観形成方針（案）に応じた景観基準を設定

高さ50ｍを超える場合の景観基準（案）

24

見付け面積の計算方法（立面形状が四角形の場合の例）

現状 50ｍを超える場合

道路

やすらぎ堤

信濃川

Ａ：敷地長さ
Ｂ：幅

高さ制限 50ｍ

50

Ｃ：高さ

Ｂ×ＣがＡ×50を超えない面積とする

建物

建物



信濃川沿岸地区の建築計画の手続きフロー案

25

50ｍ以下の建築計画

景観法届出

景観アドバイザー

建築計画案の修正

着工

高さ50ｍを超える場合の建築計画

事前相談

市での
事前審査

新潟市景観
アドバイザー等

景観審議会

景観法届出（以下，50ｍ以下と同じ）

市長

計画案の
再検討

50ｍ以下で
再検討

認めない
認める

配置計画等が決定する
前段階から協議を開始する

26

建物の「高さ・間隔」と「開放感」の関係性

国交省策定「河川景観ガイドライン」

それぞれの地域にふさわしい河川景観の形成や保全を図ること
を目的に、これに必要な視点や活用すべき手法などを国が示し
たもの。

① 都市部を流れる河川については、「河川
の幅」と「周辺の建物の高さ」が開放感
に影響する。

② 「河川の幅（両岸までの建物の間隔）」
と「建物の高さ」で開放感を評価（＝開
放感に関する指標）

開放感についての考え方



00

① Ｄ／Ｈが４を超えると
広がり感が卓越し開放的な印象

② Ｄ／Ｈが２を超え3.5未満で
適度なバランス感

③ Ｄ／Ｈが1.5より小さくなると
谷間のような印象

27

建物の「高さ・間隔」と「開放感」の関係性

開放感に関する指標

Ｄ：両岸の建物間隔

Ｈ
：
建
物
高
さ

萬代橋周辺と万代島の将来像や市民意識調査などを勘案し
萬代橋周辺は「広がり感が卓越する開放感」（Ｄ/Ｈ＝４）

万代島は「適度なバランス感」（Ｄ/Ｈ＝２）を
高さの上限の基本的な考え方として検討

28

高さ制限を見直す場合の上限（案）について

万代島の上限

萬代橋周辺の上限

案１ 案２ 案３ 案４

４の場合 75～100ｍ 75ｍ 100ｍ 87.5ｍ

案１ 案２ 案３ 案４

２の場合 120～170ｍ 120ｍ 170ｍ 145ｍ

開放感の
指標の値

開放感の
指標の値



萬代橋周辺で見直す場合の高さの上限

対岸からの敷地境界までの距離 約３００ｍ 特別区域幅 １００ｍ

地図データ 🄫google 

建物高さ(Ｈ)は「Ｄ÷４」で算定でき、萬代橋周辺の場合
Ｄは300～400ｍとなることから、建物高さは75～100ｍとなる

高さの上限は「開放感が卓越する」範囲を基本とする
（「両岸の建物間隔（Ｄ）」÷「建物高さ（Ｈ）」＝４）

29

萬代橋周辺で高さを見直す場合の上限

萬代橋（約20ｍ上流）付近の信濃川断面図での例

案１は、ガイドラインの斜線に沿って
信濃川に近い場所は75ｍ、遠い場所は100ｍまで

30

特別区域幅 100ｍ
信濃川

高さ75ｍ
高さ100ｍ程度

高さ50ｍ 現在の
高さ制限

50ｍ

※両岸とも同じ考え方



萬代橋周辺で高さを見直す場合の上限

案２は、ガイドラインの最低高さの75ｍまで

31

特別区域幅 100ｍ
信濃川

高さ75ｍ

高さ50ｍ 現在の
高さ制限

50ｍ

※両岸とも同じ考え方

萬代橋（約20ｍ上流）付近の信濃川断面図での例

萬代橋周辺で高さを見直す場合の上限

案３は、ガイドラインの最高高さの100ｍ

32

特別区域幅 100ｍ
信濃川

高さ100ｍ

高さ50ｍ 現在の
高さ制限

50ｍ

※両岸とも同じ考え方

萬代橋（約20ｍ上流）付近の信濃川断面図での例



萬代橋周辺で高さを見直す場合の上限

案４は、案２・３（75ｍ・100ｍ）の平均値の87.5ｍ

33

特別区域幅 100ｍ
信濃川

高さ87.5ｍ

高さ50ｍ 現在の
高さ制限

50ｍ

※両岸とも同じ考え方

萬代橋（約20ｍ上流）付近の信濃川断面図での例

万代島で見直す場合の高さの上限

地図データ 🄫google 

対岸からの敷地境界までの距離 約２４０ｍ 特別区域幅 １００ｍ

高さの上限は「適度なバランス感」の高さを基本とする
（「両岸の建物間隔（Ｄ）」÷「建物高さ（Ｈ）」=２）

34

建物高さ(Ｈ)は「Ｄ÷２」で算定でき、万代島の場合
Ｄは240～340ｍとなることから、建物高さは120～170ｍとなる



万代島で高さを見直す場合の上限

信濃川

左岸
（古町側）

右岸
（万代島側）

朱鷺メッセ（ホテル日航新潟）付近の信濃川断面図

案１は、ガイドラインの斜線に沿って
信濃川に近い場所は120ｍ、遠い場所は170ｍまで

特別区域幅 100ｍ

高さ120ｍ 高さ170ｍ
程度

高さ50ｍ

35

現在の
高さ制限

50ｍ

万代島で高さを見直す場合の上限

信濃川

左岸
（古町側）

右岸
（万代島側）

案２は、ガイドラインの最低高さの120ｍまで

特別区域幅 100ｍ

高さ120ｍ

高さ50ｍ

36

現在の
高さ制限

50ｍ

朱鷺メッセ（ホテル日航新潟）付近の信濃川断面図



万代島で高さを見直す場合の上限

信濃川

左岸
（古町側）

右岸
（万代島側）

案３は、ガイドラインの最高高さの170ｍ

特別区域幅 100ｍ

高さ
170ｍ

高さ50ｍ

37

現在の
高さ制限

50ｍ

朱鷺メッセ（ホテル日航新潟）付近の信濃川断面図

万代島で高さを見直す場合の上限

信濃川

左岸
（古町側）

右岸
（万代島側）

案４は、案２・３（120ｍ・170ｍ）の平均値の145ｍ

特別区域幅 100ｍ

高さ145ｍ

高さ50ｍ

38

現在の
高さ制限

50ｍ

朱鷺メッセ（ホテル日航新潟）付近の信濃川断面図



信濃川沿岸地区の今後の流れ

パブリックコメント ・・広く市民から意見を募集

・・景観計画の改正案について
意見聴取

都市計画審議会

景観計画 施行

（今回）景観審議会 ・・景観計画の改正案について
意見聴取

（必要に応じ）景観審議会 ・・景観計画の改正案について
意見聴取

39

景観審議会（諮問） ・・景観計画の改正案について
諮問・答申



信濃川沿岸地区における
建築物・工作物で使用できる色彩（案）

1

※本資料はJIS Z 8721 準拠「標準色票」の一部をスキャンしたもので、実際
の色味と異なる場合があります。彩度については、塗料の再現可能な範囲
での表示となっています。
また、全ての色相については下記ＱＲコードのサイトをご覧ください。

資料２

信濃川沿岸地区における建築物・工作物で使用できる色彩（案）

2

【凡例】
黒点線：現在の基準で使用できる色（建物のみ）
赤 線：３階以下（10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（10ｍ超）の外壁等、勾配屋根で使用できる色

無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｒ（赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５ＹＲ（黄赤系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）



無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６ 1412

色相：５Ｙ（黄系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６

色相：５ＧＹ（黄緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

信濃川沿岸地区における建築物・工作物で使用できる色彩（案）

3

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

【凡例】
黒点線：現在の基準で使用できる色（建物のみ）
赤 線：３階以下（10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（10ｍ超）の外壁等、勾配屋根で使用できる色

無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６

色相：５Ｇ（緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

無彩色 １ ３２ ４ ８６

色相：５ＢＧ（青緑系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

信濃川沿岸地区における建築物・工作物で使用できる色彩（案）

4

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

【凡例】
黒点線：現在の基準で使用できる色（建物のみ）
赤 線：３階以下（10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（10ｍ超）の外壁等、勾配屋根で使用できる色



無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６

色相：５ＰＢ（青紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

無彩色 １ ３２ ４ ８６

色相：５Ｂ（青系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

信濃川沿岸地区における建築物・工作物で使用できる色彩（案）

5

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

【凡例】
黒点線：現在の基準で使用できる色（建物のみ）
赤 線：３階以下（10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（10ｍ超）の外壁等、勾配屋根で使用できる色

無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６ 12

色相：５ＲＰ（赤紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

無彩色 １ ３２ ４ ８ 10６

色相：５Ｐ（紫系）

９

７

５

３

８

６

４

２

１

信濃川沿岸地区における建築物・工作物で使用できる色彩（案）

6

彩度（鮮やかさ）彩度（鮮やかさ）

明
度
（
明
る
さ
）

【凡例】
黒点線：現在の基準で使用できる色（建物のみ）
赤 線：３階以下（10ｍ以下）の外壁等で使用できる色
青 線：４階以上（10ｍ超）の外壁等、勾配屋根で使用できる色



万代シテイ広告物活用地区について 

 

１ 広告物活用地区について 

（１）新潟市屋外広告物条例第 13 条に基づき、広告物を積極的に活用する必要がある区域

を「広告物活用地区」として指定できる。 

（２）広告物活用地区内においては、通常の広告物の規格（設置高さや面積など）を緩和し、

市長が別に基準を定めることが出来る。 

（３）新潟市屋外広告物条例第 27 条に基づき、広告物活用地区を指定する場合は、新潟市

景観審議会の意見を聴かなければならない。 

 

２ 万代シテイ広告物活用地区について 

（１）指定の目的等 

  本市を代表する商業地の 1つとして、広告物を活用することにより、当該地区内の景観

や明るく安全なイメージ等を維持向上させ、商業活動を一層活性化させることを目的とし

て、平成 25 年度に新潟市景観審議会からの答申を受けて、広告物活用地区に指定（新潟

市では唯一の指定）。 

（２）指定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）緩和されている基準の概要 

  ア 壁面広告 

 万代シテイ広告物活用地区 一般的な地区 

高さ 規制なし 原則 15ｍ以下 

表示面積 規制なし 

（ただし、国道７号及び東港線

に面する一部の広告物は除く） 

壁面の総面積の４分の１以内 

  イ その他 

   一般的な地区では広告物の設置が禁止されている「高架構造物、地下道の上屋」等へ

の広告物の設置を認める。 

資料３ 



信濃川本川大橋下流沿岸地区（信濃川沿岸地区）の景観計画等の見直し（素案） 

 （第 31 回新潟市景観審議会までの説明から変更している部分を赤字で表示しています） 

１ 信濃川本川大橋下流沿岸地区（信濃川沿岸地区）の景観計画の見直し案 

区域 

項目 
萬代橋周辺 万代島 左記以外の沿岸地区全域 

建
築
物 

高
さ 

●高さを５０メートル以下とし、都市再生緊急整備地域（都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第２条第３項に規定する地域。）内の建築物で、

別に定める基準に照らし、新潟市景観審議会の審議を経て、市長が良好な景観形成に資する建築物と認めたものは（案１～４の値）ｍ以下とすることが

できる。ただし、平成 19 年４月１日時点で、既に高さ 50 メートルを超えていた建築物は既存の高さ以下とすることができる。 

※改正しない（50ｍ以下のまま） 

色
彩 

●道路から見える部分の外壁及び柱等の色彩は、マンセル値によるものとし、次の表のとおりとすること。強調色（アクセントカラー）については、同表によらないことができるが、使用部分

は３階以下の部分に限るものとし、その使用面積（複数の強調色を使用する場合は、合計使用面積）は、使用する壁面の３階以下部分の面積の２０分の１以下とすること。ただし、表面に装

飾的な着色を施していない自然素材（石、木、土等）本来の色は、この限りでない。 

色相 
３階以下 ４階以上 

明度 彩度 明度 彩度 

無彩色 

４以上９.５以下 

―  ６以上９.５以下 ―  

１０Ｒ～５Ｙ ４以下 
６以上８未満 ４以下 

８以上９.５以下 ２以下 

上記以外 ２以下 ６以上９.５以下 １以下 

 

●道路から見える部分の勾配屋根の色彩は、マンセル値によるものとし、次の表のとおりとすること。ただし、表面に装飾的な着色を施していない自然素材（石、木、土等）本来の色は、この

限りでない。 

色相 明度 彩度 

無彩色 ６以上９.５以下 ―  

１０Ｒ～５Ｙ 
６以上８未満 ４以下 

８以上９.５以下 ２以下 

上記以外 ６以上９.５以下 １以下 

 

 

資料４ 



工
作
物 

色
彩 

●色彩は、マンセル値によるものとし、次の表のとおりとすること。強調色（アクセントカラー）については、同表によらないことができるが、使用部分は地上１０メートル以下の部分に限る

ものとし、その使用面積（複数の強調色を使用する場合は、合計使用面積）は、使用する壁面の地上 10ｍ以下の部分の面積の２０分の１以下とすること。ただし、表面に装飾的な着色を施

していない自然素材（石、木、土等）本来の色は、この限りでない。 

色相 
地上 10ｍ以下 地上 10ｍ超 

明度 彩度 明度 彩度 

無彩色 

４以上９.５以下 

―  ６以上９.５以下 ―  

１０Ｒ～５Ｙ ４以下 
６以上８未満 ４以下 

８以上９.５以下 ２以下 

上記以外 ２以下 ６以上９.５以下 １以下 

 

 

屋
外
広
告
物
（
※
） 

屋
上 

広
告 

【高さ】地上から高さ１０メートル以下 

壁
面 

広
告 

【高さ】地上からの高さ１０メートル以下（自家用広告等（ビル又は建物の名称及び社章に限る。）を除く。） 

【その他】地上１０メートルを超える場合の照明設備はバックライト式又は箱文字内照式とすること。 

開放的な景観に調和するような色彩、意匠とするよう努めること。 

突
出 

広
告 

【高さ】地上からの高さ１０メートル以下 

 

野
立 

広
告 

【高さ】地上からの高さ１０メートル以下 

 

 ※万代シテイ広告物活用地区内の広告物等は除く 

  



２ 別に定める 50ｍを超える場合の景観基準案 

 

区域 

項目 
萬代橋周辺 万代島 左記以外の沿岸地区全域 

景
観
形
成
の 

方
針 

●萬代橋と調和する意匠とする等、萬代橋と一体となって、新潟都心の洗練された景観

づくりを進める。 

●対岸から見て、背後に広がる市街地を感じられる景観づくりを進める。 

●緑化により、うるおいとやすらぎを感じる景観づくりを進める。 

●広場などの空間により、人々の交流を促す景観づくりを進める。 

●みなとを感じられるような景観づくりを進める。 

●既存のランドマークと調和させ統一感のある景観づくりを進める。 

●新たなシンボルとなる景観づくりを進める。 

●緑化により、うるおいとやすらぎを感じる景観づくりを進める。 

●広場などの空間により、人々の交流を促す景観づくりを進める。 

※50ｍ以下のため無し 

 

高
さ
50
ｍ
を
超
え
る
場
合
の
基
準 

●萬代橋の御影石や背景の空と調和する素材やデザインを用いるよう努める

こと。 

●対岸から見て、背景となるランドマークなどの見え方に配慮するよう努め

ること。 

●信濃川に面する建築物の見付け面積は信濃川に面する敷地境界の長さに

50 を乗じた面積を超えないこと。 

●高さは周辺の建築物の高さを考慮するよう努めること。 

●高さは（案１～４の値）ｍ以下を標準とする。 

●人々の交流を促すためのオープンスペースを設けるよう努めること。 

●水辺に建築物の表側を見せるよう努めること。 

●形態、色彩、素材等による分節化、その他の手法により圧迫感の軽減に努

めること。 

●水面に灯りが反射すること等により、上質な夜間景観を形成するよう、適

切な照明設備を設けるよう努めること。 

●対岸から見てやすらぎ堤と一体となって、ボリュームのある緑を感じるこ

とができるよう、屋上や壁面の緑化や高木の植栽に努めること。 

●新潟の風土に適した樹種を選定すること。 

●開花時期の異なる樹種や落葉樹等、四季の演出を考慮して植栽の樹種を選

定すること。 

●敷地面積に対する緑地の割合（緑化率）は次に掲げる算式により算定した

ものを標準とする。 

 G=y/500+0.05 

  G：緑化率 

  y：建築物高さ 

●植栽は美観を保つよう、適切な維持管理に努めること。 

●都市再生緊急整備地域 新潟都心地域 地域整備方針に整合する建築物であ

ること。 

●万代島のシンボルとなるような優れたデザインとするよう努めること。 

●既存のランドマークと調和する意匠とするよう努めること。 

●みなとを感じられるよう、水際に親水空間などを設けるよう努めるこ

と。 

●みなとを感じられるよう、水辺に面する１、２階等の低層部はガラス等

を用い、透明化を図るよう努めること。 

●信濃川に面する建物の見付け面積は信濃川に面する敷地境界の長さに 50

を乗じた面積を超えないこと。 

●高さは周辺の建築物の高さを考慮するよう努めること。 

●高さは（案１～４の値）ｍ以下を標準とする。 

●人々の交流を促すためのオープンスペースを設けるよう努めること。 

●水辺に建築物の表側を見せるよう努めること。 

●形態、色彩、素材等による分節化、その他の手法により圧迫感の軽減に

努めること。 

●水面に灯りが反射すること等により、上質な夜間景観を形成するよう、

適切な照明設備を設けるよう努めること。 

●対岸から見てやすらぎ堤と一体となって、ボリュームのある緑を感じる

ことができるよう、屋上や壁面の緑化や高木の植栽に努めること。 

●新潟の風土に適した樹種を選定すること。 

●開花時期の異なる樹種や落葉樹等、四季の演出を考慮して植栽の樹種を

選定すること。 

●敷地面積に対する緑地の割合（緑化率）は次に掲げる算式により算定し

たものを標準とする。 

 G=y/500+0.05 

  G：緑化率 

  y：建築物高さ 

●植栽は美観を保つよう、適切な維持管理に努めること。 

●都市再生緊急整備地域 新潟都心地域 地域整備方針に整合する建築物で

あること。 

※50ｍ以下のため無し 

 


